
豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例 

昭和５３年１０月１２日 
条例第２６条 

改正 平成１１年１２月２１日条例第４３号 
平成１２年 ３月２７日条例第３９号 
平成２１年 ３月３０日条例第２０号 

（目 的） 
第１条 この条例は、中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関し必要な事項を定め、良

好な近隣関係の保持並びに健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。 
 
（用 語） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 一 中高層建築物 延べ面積が１０，０００㎡以下の建築物で、その新築、改築又は増築に関し

て法律並びにこれに基づく命令及び東京都条例の規定による東京都知事の許可を必要としない

もののうち、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に掲げる第一種低

層住居専用地域にあっては、軒の高さが７ｍを超えるもの又は地階を除く階数が３以上のもの

をいい、その他の地域にあっては、高さが１０ｍを超えるものをいう。 

 二 紛争 中高層建築物の建築に伴う日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害等並びに工事

中の騒音、振動等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争

をいう。 

 三 建築主 中高層建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその

工事をする者をいう。 

 四 近隣関係住民 次のア又はイに掲げる者をいう。 
  ア 中高層建築物の敷地境界線から当該建築物の高さの２倍の水平距離の範囲内にある土地又

は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者 
  イ 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者 
 
（区長の責務） 
第３条  区長は、この条例に定めるところにより、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じた  

ときは、当該紛争を解決するための調整（以下「紛争の調整」という。）を迅速かつ適正に行う

ように努めなければならない。 
 
（当事者の責務） 
第４条 建築主は、紛争の予防のため、中高層建築物の建築を計画するに当たっては、周辺の生活

環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないように努めなければな

らない。 
２ 建築主及び近隣関係住民（以下「当事者」という。）は、紛争が生じたときは、相互の立場を

尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するように努めなければならない。 
 
（標識の設置等） 
第５条 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣関係住民に建築に係る計画の周

知を図るため、当該建築物の敷地の見やすい場所に、規則で定めるところにより、標識を設置し

なければならない。 



２ 建築主は、標識を設置したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、区長に届け

出なければならない、 
 
（説明会の開催等） 
第６条 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があ

ったときは、規則で定めるところにより、建築に係る計画について説明会の開催等の方法により、

当該住民に説明しなければならない。 
２ 前項の規定により建築主が説明会を開催するに当たっては、建築主（建築主が法人の場合にあ

っては、その代表者又は当該中高層建築物に係る計画若しくは工事に携わる当該法人の従業者）

は、区長が特にやむを得ない事情があると認める場合を除き、その説明会に出席しなければなら

ない。 
３ 区長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、建築主に対し、説明会の開

催等について報告を求めることができる。 
 
（あっせん） 
第７条 区長は、当事者の双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行う。 
２ 区長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、

相当な理由があると認めるときは、あっせんを行うことができる。 
３ 区長は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるように努めな

ければならない。 
 
(あっせんの打切り) 
第８条 区長は、当該紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき

は、あっせんを打ち切ることができる。 
 
（調 停） 
第９条 区長は、前条の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるとき

は、当事者に対し、調停に移行するように勧告することができる。 
２ 区長は、当事者の双方が前項の規定による勧告を受託したときは、調停を行う。 
３ 区長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方が第１項の規定による勧告を受託した場合に

おいて、相当な理由があると認めるときは、調停を行うことができる。 
４ 区長は、調停を行うに当たって必要があると認めるときは、調停案を作成し、当事者に対し、

期間を定めてその受託を勧告することができる。 
５ 区長は、調停を行うに当たっては､豊島区建築紛争調停委員会（以下「調停委員会」という。）

の意見を聞かなければならない。 
 
（調停の打切り） 
第１０条 区長は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ること

ができる。 
２ 前条第５項の規定は、前項の規定による調停の打切りについて準用する。 
３ 前条第４項の規定による勧告が行われた場合において、指定された期間内に当事者の双方から

受託する旨の申出がないときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。 
 
（調停委員会） 
第１１条 紛争の調停を迅速かつ適正に行うため、区長の附属機関として、調停委員会を置く。 



２ 調停委員会は、第９条第５項（前条第２項において準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）の規定による区長の意見の求めに応じ、必要な調査又は審議を行い、意見を述べるととも

に、区長の諮問に応じ、紛争の予防及び調整に関する重要な事項について調査又は審議する。 
３ 調停委員会は、法律、建築、環境等の分野に関し知識及び経験を有する者のうちから区長が委

嘱する委員６人以内で組織する。 
４ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げ

ない。 
５ 調停委員会に会長を置く。 
６ 会長は委員の互選によって定める。 
７ 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。 
８ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 
９ 調停委員会は、区長が招集する。 
１０ 調停委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 
１１ 調停委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 
１２ 前２項の規定にかかわらず、第９条第５項の規定による調停委員会の意見は、会長が事案ご

とに指名する３人以上の委員の合意によることができる。 
１３ 調停委員会の庶務は、都市整備部おいて処理する。 
 
（出 頭） 
第１２条 区長は、紛争の調整のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見

を聴くことができる。 
 
（関係図書の提出） 
第１３条 区長は、紛争の調整のため必要があると認めるときは、当事者に対し、関係図書の提出

を求めることができる。 
 
（工事着手の延期等の要請） 
第１４条 区長は、紛争の調整のため必要があると認めるときは、建築主に対し、期間を定めて工

事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。 
 
（公 表） 
第１５条 区長は、前３条の求め又は要請に対し、その求め又は要請を受けた者が正当な理由がな

く従わないときは、その旨を公表することができる。 
 
（委 任） 
第１６条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 
 
 
   附 則 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年豊島区条例第２０

号）の一部を次のように改正する。 
   〔次のよう〕略 
   附 則（平成１１年１２月２１日条例第４３号）抄 



１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 
   附 則（平成１２年３月２７日条例第３９号） 
 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この条例は、平成２２年１月１日から施行する。 
２ この条例による改正後の豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例

（以下「新条例」という。）第６条第２項及び第３項の規定は、この条例の施行の日以降に新条例

第５条第２項の規定により標識設置の届出を行う建築主について適用し、同日前に標識設置の届

出を行った建築主については、なお従前の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則 

昭和５３年１０月１２日 
規則第４３号 

  改正 昭和５８年 ３月３１日規則第１８号 
                        昭和６２年１２月１８日規則第５９号 
                        平成 元年 ３月３１日規則第３８号 
                        平成 ５年 ６月２２日規則第３２号 
                        平成 ７年 ４月２６日規則第２０号 
                        平成 ８年 ３月２９日規則第４０号 
                        平成１０年 ３月３１日規則第３５号 
                        平成１１年 ５月３１日規則第５３号 

平成１４年１２月 ９日規則第６９号 
平成１６年１２月２８日規則第８８号 

    平成１８年１２月２７日規則第８４号 
平成２１年１月２６日規則第２号  

（趣 旨） 
第１条 この規則は、豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例（昭和５

３年豊島区条例第２６号。以下「条例」という。）第５条、第６条及び第１６条の規定に基づき、

条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 
 
（用 語） 
第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 
 
（標識の設置） 
第３条 条例第５条第１項の規定による標識の設置は、建築計画のお知らせ（別記第１号様式）に

よるものとする。 
２ 標識は、建築物の敷地の道路に接する部分（建築物の敷地が２以上の道路に接するときは、そ

のそれぞれの接する部分）に、地面から標識の下端までの高さが１ｍとなるように設置しなけれ

ばならない。 
 
（標識の設置期間） 
第４条 延べ面積が１，０００㎡を超え、かつ、高さが１５メートルを超える中高層建築物に係る

標識の設置期間は、次のいずれかの手続きを行おうとする日（以下「建築確認申請等を行おうと

する日」という。）の３０日前から建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第７条第１項に規定する完了検査の申請の日、法第１８条第１４項の規定による工事の完了の通

知をした日又は法第７条の２第４項に規定する工事が完了した日までの間とする。 
一 法第６条第１項の規定による確認の申請 

 二 法第６条の２第１項の規定による確認を受けるための書類の提出 
 三 法第１８条第２項の規定による計画の通知 
四 法第４４条第１項第３号、第５５条第２項、第５７条第１項、第６８条第５項、第６８条の

３第１項から第３項若しくは第７項、第６８条の４、第６８条の５の５第１項若しくは第２項、

第６８条の５の６、第８６条第１項若しくは第２項、第８６条の２第１項、第８６条の６第２

項又は第８６条の８第１項若しくは第３項の規定による認定の申請 



 五 法第４３条第１項ただし書、第４４条第１項第２号若しくは第４号、第４７条ただし書、第

４８条第１項から第１３項までの各項ただし書（第８７条第２項又は第３項において準用する

場合を含む。）、第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）

第５２条第１０項、第１１項若しくは第１４項、第５３条第４項若しくは第５項第３号、第５

３条の２第１項第３号若しくは第 4 号（法第５７条の５第３項において準用する場合を含む。）、

第５５条第３項各号、第５６条の２第１項ただし書、第５７条の４第１項ただし書、第５９条

第１項第３号若しくは第４項、第５９条の２第１項、第６０条の２第１項第３号、第６７条の

２第３項第２号、第５項第２号若しくは第９項第２号、第６８条第１項第二号、第２項第二号

若しくは第３項第二号、第６８条の３第４項、第６８条の５の３第２項、第６８条の７第５項、

第８６条第３項若しくは第４項又は、第８６条の２第２項若しくは第３項の規定による許可の

申請 
 六 法第５８条の規定による高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請 
 七 豊島区特別工業地区建築条例（平成１５年豊島区条例第４３号）第４条ただし書の規定によ

る許可の申請 
 八 東京都文教地区建築条例（昭和２５年東京都条例第８８号）第３条ただし書又は第４条ただ

し書の規定による許可の申請 
 九 東京都建築安全条例（昭和２５年東京都条例第８９号）第２条第３項、第３条第１項ただし

書、第４条第３項、第１０条第３号、第１０条の２第１項ただし書、第１０条の３ただし書、

第１７条第３号、第２２条ただし書、第２４条ただし書、第３２条ただし書、第４１条第１項

ただし書、第５２条又は第７３条の２０の規定による認定の申請 
 十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１７

条第１項（同法第１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定による計画の認定の申請 
十一 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成１５年東京都条例第１

５５号）第１４条の規定による認定の申請 
十二 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第８条第１項（同法第

９条第２項において準用する場合を含む。）の規定による計画の認定の申請 
十三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第４条

第１項若しくは第７条第１項の規定による認定の申請又は同法第１１６条第１項の規定による

許可の申請 
十四 豊島区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１２年豊島区条例第６

１号）第１７条各号の規定による許可の申請 
２  前項に掲げる建築物以外の建築物は、中高層建築物に係る建築確認申請等を行おうとする日

の１５日前から、完了検査の申請等の日までの間とする。 
 
（標識の管理） 
第５条 建築主は、標識の設置期間中において、標識の適正な管理を行うとともに、標識の記載事

項に変更を生じたときは、速やかに当該記載事項を改めなければならない。 
 
（標識の設置届） 
第６条 条例第５条第２項の規定による届出は、標識設置届（別記第２号様式）により行わなけれ

ばならない。 
 
（説明会の開催等） 
第７条 建築主は、条例第６条第１項による説明会の開催等を行おうとするときは、当該説明会の

開催等を行おうとする日の５日前までに、近隣関係住民に対し、掲示、文書等の方法で周知しな



ければならない。 
２ 条例第６条第１項の規定により建築主が説明しなければならない事項は、次の各号に掲げるも

のとする。 
 一 中高層建築物の敷地の形態及び規模、当該敷地内における建築物の位置並びに付近の建築物

の位置の概要 
 二 中高層建築物の規模、構造及び用途 
 三 中高層建築物の工事の期間、工事の方法及び作業の方法 
 四 中高層建築物の工事の施工に伴う危害の防止策 
 五 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策 
 
（説明会の開催等の報告） 
第８条 区長は、条例第６条第２項の規定による報告を求めようとするときは、説明会の開催等報 

告書提出要求通知書（別記第３号様式）により通知するものとする。 
２ 建築主は、前項の規定による通知があったときは、説明会の開催等報告書（別記第４号様式）

を区長に提出しなければならない。 
 
（紛争の調整の申出） 
第９条 条例第７条第１項又は第２項の規定による紛争の調整の申出は、紛争調整申出書（別記第

５号様式）により行わなければならない。 
 
（あっせんの開始等） 
第１０条 区長は、条例第７条第１項又は第２項の規定によりあっせんを行うときは、当事者に対

し、あっせん開始通知書（別記第６号様式）により通知するものとする。 
２ 区長は、条例第７条第２項の規定による調整の申出についてあっせんを行わないと決定したと

きは、その旨を文書で通知するものとする。 

 
（あっせんの打切り） 
第１１条 区長は、条例第８条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、当事者に対し、あっ

せん打切り通知書（別記第７号様式）により通知するものとする。 
 
（調停移行の勧告及び受諾） 
第１２条 区長は、条例第９条第１項の規定により調停への移行を勧告しようとするときは、調停

移行勧告通知書（別記第８号様式）により通知するものとする。 
２ 当事者は、前項の規定による受諾を受託したときは、調停移行勧告受諾書（別記第９号様式）

を区長に提出しなければならない。 

 
（調停の開始） 
第１３条 区長は、条例第９条第２項又は第３項の規定により調停を行うときは、当事者に対し、

調停開始通知書（別記第１０号様式）により通知するものとする。 
 
（調停案の受諾勧告及び受諾） 
第１４条 区長は、条例第９条第４項の規定により調停案の受諾の勧告をしようとするときは、調

停案受諾勧告通知書（別記第１１号様式）により通知するものとする。 
２ 当事者は、前項の規定による勧告を受諾したときは、調停案受諾書（別記第１２号様式）を区

長に提出しなければならない。 



 
（調停の打切り） 
第１５条 区長は、条例第１０条第１項の規定により調停を打ち切ったとき又は同条第２項の規定

により調停が打ち切られたときは、調停打切り通知書（別記第１３号様式）により当事者に通知

するものとする。 
 
（手続の非公開） 
第１６条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。 
 
（出頭の要求） 
第１７条 区長は、条例第１２条の規定により当事者の出頭を求めようとするときは、出頭要求通

知書（別記第１４号様式）により通知するものとする。 
 
（関係図書の提出要求） 
第１８条 区長は、条例第１３条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、関係図書

提出要求通知書（別記第１５号様式）により通知するものとする。 
 
（工事着手の延期等の要請） 
第１９条 区長は、条例第１４条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとす

るときは、工事着手延期・停止要請通知書（別記第１６号様式）により通知するものとする。 
 
（公 表） 
第２０条 条例第１５条の規定による公表は、区役所門前掲示場に掲示する等の方法によって行う。 
 
 

附 則 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
２ この規則の施行の際、既に第４条各項に掲げる手続を行った者又はこの規則の施行の日から起

算して第４条各項に規定する期間内に第４条各項に掲げる手続を行おうとする者にあっては、第

４条の規定にかかわらず、当該申請等に係る標識の設置期間は、この規則の施行の日から法第７

条第１項の規定による届出又は第１８条第５項の規定による通知を行う日までとする。 
附 則（昭和５８年３月３１日規則第１８号） 

１ この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行の際現に中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

（昭和５３年東京都規則第１５９号）第５条の規定により設置されている標識で、この規則の施

行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係る標識は、この規則による

改正後の豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第４条の規

定により設置された標識とみなす。 
附 則（昭和６２年１２月１８日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成元年３月３１日規則第３８条） 

この規則は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成５年６月２２日規則第３２号） 
この規則は、平成５年６月２５日から施行する。 
   附 則（平成７年４月２６日規則第２０号） 



この規則は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成８年３月２９日規則第４０号） 
この規則は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成１０年３月３１日規則第３５号） 
この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年５月３１日規則第５３号） 
この規則は、平成１１年６月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１２月９日規則第６９号） 
この規則は、平成１５年１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２８日規則第８８号） 
１ この規則は、平成１６年１２月２８日から施行する。 
２ この規則による改正後の豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施

行規則別記第１号様式の規定は、この規則の施行の日以降に設置される豊島区中高層建築物の建

築に係る紛争の予防及び調整に関する条例（昭和５３年豊島区条例第２６号）第５条第１項に規

定する標識（以下「標識」という。）について適用し、同日前に設置された標識の様式については、

なお従前の例による。 
   附 則（平成１８年１２月２７日規則第８４号） 
この規則は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成２１年１月２６日規則第２号） 
この規則は、公布の日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


